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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

東亜国内航空株式会社所属ダグラス式ＤＣ‐９‐４１型ＪＡ８４２８は、昭和５３年１０月 

１日１１時０４分ごろ、同社定期３５２便として旅客１０７名（内３才以下の幼児１２名）及 

び乗組員６名がとう乗して熊本空港を離陸し、東京国際空港に向った。

同機が大分ＮＤＢを通過して間もなく（１１時３３分～３４分）、右側化粧室（以下「化粧 

室」という。）内で火災が発生した。

機長は、火災の発生の報告をうけた後、飛行計画を変更して大分空港に向った。

その間、火災は客室乗務員の消火作業によって１１時４０分ごろ鎮火した。

同機は、１１時４６分大分空港に着陸した。

この事故により、旅客１名（以下「旅客Ａ」という。）が火傷し、化粧室内部及び客室最後 

部の天井の一部が焼損した。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５３年１０月１日～３日　現場調査

〃　〃　６日　化粧室分解調査

〃　〃　１１日　ＦＤＲ、ＣＶＲ解析調査



１．５　原因関係者からの意見聴取

昭和５３年１２月２６日　意見聴取

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

東亜国内航空株式会社の昭和５３年１０月１日の定期３５２便の旅客は、１０時１０分ごろ 

から熊本空港の手荷物所持品検査所において、Ｘ線機内持込手荷物検査装置ＢＩＦ‐Ｘ１２００ 

Ａ型（以下「検査装置」という。）により手荷物のX線透視検査及び内容物の目視検査を受け 

た後、１０時５５分ごろから逐次とう乗を開始した。

ＪＡ８４２８は、１１時１４分熊本空港の滑走路０７から離陸した。

同機は、大分ＮＤＢの手前約２０海里で承認された高度２７，０００フィートに到達し、１１ 

時３２分、大分ＮＤＢ上空において位置通報を行った。その直後、機長は、キャビンアルティ 

テュドアンドディファレンシャルプレッシャーインディケータ（以下「Ａ＆Ｄプレッシャーイ 

ンディケータ」という。）がサージングしたのを視認した。

１１時３５分ごろ、機長は、客室乗務員から化粧室内で火災が発生した旨の報告を受け、客 

室乗務員に対して消火及び客室内での酸素の使用の禁止を指示した。

続いて機長は、管制機関と交信し、操縦室と客室内に煙の発生した旨を告げて、目的地を大 

分空港に変更する承認を得た後、直ちに最短経路を経由して１１時４６分に大分空港の滑走路 

０１に着陸した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　１　０

軽傷　０　０　０

なし　０　１０６



旅客Ａ：両下腿、両手部第Ⅱ～第Ⅲ度火傷 

顔面第Ⅰ～第Ⅱ度火傷

上記疾患により約２週間の入院加療を要する。

２．３　航空機の損壊の程度

小破

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗務員に関する情報

機長　大正１２年８月１６日生

資格

定期運送用操縦士　５０２号

昭和３７年１１月２７日取得

航空級無線通信士　ＪＩＥ６‐３

昭和３３年１１月１５日取得

第１種航空身体検査証明書第１２０８００１１号

有効期限　昭和５３年１１月２３日

総飛行時間　１３，９００時間２６分

同型式機飛行時間　６０３時間０３分

副操縦士　昭和１６年２月２１日生

資格

定期運送用操縦士１５４８号

昭和４６年１２月４日取得

航空級無線通信士ＨＥＰ６２

昭和４１年３月３１日取得

第１種航空身体検査証明書第１１４０２０２７号

有効期限　昭和５４年１月１０日

総飛行時間　６，２６３時間４７分

同型式機飛行時間　５２２時間３３分



客室乗務員（長）　昭和２９年１月１９日生

客室乗務員　昭和３１年１２月２０日生

客室乗務員　昭和３１年７月１４日生

客室乗務訓練生　昭和３０年１０月１４日生

２．６　航空機に関する情報

型式　ダグラス式ＤＣ‐９‐４１型

製造番号　４７６１２号

製造年月日　昭和４９年６月１９日

耐空証明書番号　第東４９‐１８８号

総飛行時間　６，４５４時間５６分

定時点検（４Ｃ）後の飛行時間　４６６時間３９分

（注）　４Ｃ：１，６００時間毎の点検で、昭和５３年６月２７日第４回目の定時整備を

いう。

２．７　気象に関する情報

大分地方気象台大分空港出張所における１０月１日の事故関連時間の気象観測値は次のとお 

りである。

１１時００分：風向０１０度、風速１６ノット、視程３０キロメートル、快晴、気温２４度 

Ｃ、露点温度１４度Ｃ、高度計規正値３０．００インチ。

１２時００分：風向３６０度、風速１３ノット、視程３０キロメートル、快晴、気温２５度 

Ｃ、露点温度１４度Ｃ、高度計規正値２９．９９インチ。

２．８　通信に関する情報

２．８．１　ＪＡ８４２８と福岡ＡＣＣ、大分アプローチ及び大分タワーとの事故発生時からの 

交信内容は別紙１のとおりである。

２．８．２　同機と東亜国内航空の大分運航管理担当者との間に、１１時４０分ごろからラバト 

リーからスモークが発生し大分空港に１０分後に着陸予定である旨の交信が行われた。

２．９　飛行記録装置及び音声記録装置に関する情報

ＪＡ８４２８にとう載の飛行記録装置はサンドストランド社製ＦＡ‐５４２で、事故発生の



関連時間帯の記録の調査結果は正常であった。また、音声記録装置はサンドストランド社製Ａ 

Ｖ‐５５７Ａで、その記録は４チャンネルとも極めて録音状態が悪く聴取りはできなかった。

音声記録装置の故障調査の結果、へッド（レコードモニター）及びクリーニングパッドにダ 

ストが付着していたため録音機能が減退したことが確認された。当該ダストは、テープ（金属 

性バイカロイテープ）の両縁部の摩耗によって生じた金属微粉で、製造時、切断されたテープ 

両縁部の処理が不完全であったものと推定される。

当該音声記録装置（当該テープ共）は昭和５２年５月２４日機体にとう載され、５，６３３時 

間使用されていた。

２．１０　航空機及びその部品の損壊に関する情報

右側化粧室　焼損

（内訳）

天井板（ＡＢＳ樹脂）　焼損

右側壁（ＡＢＳ樹脂）　焼損、一部熔解変形

側面板押え　焼損、脱落

前、後方側壁、入口側壁及び扉内面

（ＡＢＳ樹脂）　焼損

床（ＡＢＳ樹脂）　焼損、変形

便器、洗面器及び同スタンド　焼損、変形

ペーパータオルボックス　焼損

ミラー　汚損

ミラーライト　一部焼損

上部及び下部ミラーライトカバー　熔解、脱落

左右化粧室間の天井　汚損

客室最後部天井及び非常ロ表示灯　焼損

客室天井　汚損

２．１１　火災及び消防に関する情報

ＪＡ８４２８の客室の前方ギャレーで業務に従事していた客室乗務員は、同機が大分ＮＤＢ 

を通過後の１１時３５分ごろ、客室最後部の化粧室内に火災が発生したことを旅客の通報によ 

り知った。



客室乗務員の長は、客室最後部の２７Ｂ席の後方に装備されていたＣＯ２消火器をもって消 

火にあたり、客室乗務員の１名は、機長に火災の発生を報告して指示をうけた。客室乗務員の 

長は、１本の消火器で火が完全に消えなかったので、副操縦席の後方に装備されていた同型消 

火器を使用して消火し、火災発生から約５分間で鎮火した。その間、客室後方の旅客は、火災 

から避難するため、客室前方に移動し、客室内は混乱状態にあった。

また、客室後方には煙と刺激性ガスが立込んでいたので、客室乗務員は、旅客に濡れタオル 

を配ってガスによる被害を防ぐとともに、旅客を誘導して客室の前方から２０番席までに着席 

させた。

鎮火後の化粧室の床上には、旅客Ａの焼損したショルダーバッグとその内容物（ヘアスプレ 

ー１本、折たたみ式洋傘２本、洗面用具、衣類等）、表面がこげ膨張したＬＰＧボンベ（２２０ 

グラム入）３本及びベンジンの空瓶２本が発見され、床全面に焼け残った新聞紙及び便器の 

カバーペーパーが散乱していた。

２．１２　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難に関する情報

ＪＡ８４２８の化粧室の火災により、旅客Ａは顔面、両下腿及び両手に火傷を負い、機内に 

おいて火傷部分を濡れタオルで冷す応急手当をうけた。他の旅客は火災によるガス及び煙を避 

けるため客室前方に移動した。

同機の駐機後、旅客は前方出入口から９９名、後方出入口から８名が降機した。

後方出入口から最初に降りた旅客Ａは、待機中の地上整備員により担架で空港宿直室に移送 

され、その後、空港事務所で要請した救急車で東国東広域病院に収容された。また、火災に伴 

う発生ガスにより眼に刺激をうけた旅客数名も治療をうけた。

２．１３　事実を認定するための試験及び研究

検査装置によるＸ線透視の実験のため、旅客Ａが携行していたものと類似のショルダーバッ 

グに同種類の瓶入りベンジン（５００ＣＣ入）３本及びＬＰＧボンベ（２２０グラム入）３本 

を入れて、その上に旅客Ａのショルダーバッグに入っていた衣類、折たたみ式洋傘２本、洗面 

用具及びヘアスプレー１本を入れ、大分空港の検査装置（熊本空港の装置と同型）で正常、横 

向き及び逆の３つの状態でのＸ線透視を行った。

その結果、三つの状態ともＬＰＧボンベ３本、ヘアスプレー１本及び折たたみ式洋傘２本は 

3つのブラウン管（ショルダーバッグの前上方、直上及び後上方からの照射）に明確に写し出 

された。なお、瓶入りベンジン３本はやや薄い影像ではあるが、その輪郭は写し出された。



２．１４　その他必要な事項

ＪＡ８４２８の旅客のとう乗前の手荷物所持品検査の際、Ｘ線透視により旅客Ａのショルダ 

ーバッグ内の金属性物件がブラウン管に写し出され、モニター係から手荷物開披係に対して、 

開披して目視検査を要する旨指示があった。

開披係は、当該ショルダーバッグを開き、中央部のヘアスプレーを取り出し、旅客Ａに対し 

て、このようなものは持ち込まないようにとの注意をしたのみで、その他の内容物の検査を行 

わないで通過させた。

旅客Ａは、同機にとう乗後、客室最後部の２７Ａ席にショルダーバッグを置き、２７Ｂ席に 

着席し、その家族は２６Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ席に着席した。その際、客室乗務員の長は、旅客Ａが 

窓のない２７Ｂ席に着席していたので、前方座席の利用を勧めたが旅客Ａは応じなかった。

同機の離陸に際して客室乗務員の長は２７Ｃ席に着席し、客室乗務訓練生は後部出入口の客 

室乗務員席についた。

同機が熊本ＮＤＢから南下上昇中、禁煙とベルトサインが消えた後の最初の化粧室使用者は 

客室乗務訓練生であった。

同機が大分ＮＤＢを通過したころ、すべての客室乗務員は茶・菓子のサービスの準備のため 

前方ギャレーに移動した。

そのころ、客室乗務訓練生の次の使用者として、旅客Ａは、ショルダーバッグを持って化粧 

室に入り、続いて他の旅客１名が化粧室使用のため化粧室の外で待っていた。しばらくして、 

当該旅客は扉の下方から炎が噴出し、化粧室内側から扉をたたく音と助けを求める声を聞いた 

ので、扉を開けたところ、天井に沿って炎と煙が出るとともに、旅客Ａが飛び出し、客室の前 

方に向って走り出した。黒煙は客室後方部に立ち込み、炎は客室最後部の天井をなめるように 

出ていた。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　ＪＡ８４２８は、機体及びエンジン等については事故前における不具合な事項はな 

かった。

３．１．２　化粧室は客室乗務訓練生が使用し、異常な事項がなく、旅客Ａが入るまで他の旅客 

の使用していなかったこと及び旅客Ａが使用中に化粧室の外側で待機していた旅客が火



災の発生を発見し、当該旅客が扉を開けた際旅客Ａが化粧室から飛び出したことから、 

旅客Ａが化粧室使用中に火災が発生したことが確認された。

３．１．３　鎮火後の化粧室の便器の上にＬＰＧボンベ３本、床上にベンジンの空瓶２本及び旅 

客Ａの開放したショルダーバッグとその内容物が洗面器の上に発見されたことは、旅客 

Ａが化粧室に入る際、すべてショルダーバッグに入れて持込んだものと認められる。

３．１．４　旅客Ａが熊本空港における手荷物所持品検査を受けた際、検査装置のモニター係が 

開披係に対して旅客Ａのショルダーバッグを開披検査する旨指示したのは、調査の結果 

から、その内容物のヘアスプレー１本、ＬＰＧボンベ３本及び折たたみ式洋傘２本がモ 

ニター用のブラウン管に明確にその影像を写し出されていたことによるものと認められ 

る。

しかし、モニター係の指示が明確でなかったため、開披係は、ショルダーバッグを開 

披してヘアスプレー１本をとり出し旅客Ａに注意を与え、ショルダーバッグ内の新聞紙 

で包まれたＬＰＧボンベ及び紙袋の瓶入りベンジンについては開披検査をすることなく 

通過させたものと認められる。

３．１．５　同機が大分ＮＤＢ上空にさしかかった際、旅客Ａはショルダーバッグを持って右側

化粧室に入ったものと認められる。その後、旅客Ａは、化粧室の調査結果によると、シ 

ョルダーバッグからＬＰＧボンベ３本を出して便器の上に置き、新聞紙を床に置きその 

上に２本の瓶入りベンジンを散布して点火したものと認められる。

３．１．６　当該火災の発生が早期に発見され、消火作業が迅速適切に行われたため、火災発生 

から約５分間で消火され、ＬＰＧボンベの誘発を免れるとともに被害の拡大が防止され 

たものと推定される。

また、客室乗務員が旅客に対し濡れタオルを配り被害防止につとめたので、刺激性ガ 

スによる被害が僅少であったものと推定される。

３．１．７　機長が、大分ＮＤＢを１１時３２分に通過して位置通報を行って間もなく（１１時 

３４分ごろ）、Ａ＆Ｄプレッシャーインディケータがサージングしたのを視認している 

が、これは、化粧室内で火災が発生し、客室内の気圧に変化が生じたことによるものと 

推定される。

３．１．８　機長が１１時３５分ごろ客室乗務員から火災発生の報告を受けた後、客室乗務員に 

所要の指示をするとともに、管制機関と交信して目的地を変更し、速やかに低空に降下 

して最短経路で大分空港に着陸した。



４　結論

(1)　機長及び副操縦士は、適正な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

客室乗務員は、社内規定に基づく資格を有し、所定の検査に合格していた。

(2)　ＪＡ８４２８は、有効な耐空証明を有しており、定時及び日常点検は規定どおり実施され 

ていた。

(3)　同機は、機体及びエンジン等については事故前における不具合な事項はなかった。

(4)　右側化粧室内は、旅客Ａが入るまでは、火災に関連する異常はなかったものと認められる。

(5)　熊本空港におけるとう乗前の手荷物所持品検査の際、旅客Ａのショルダーバッグは、検 

査装置により、ＬＰＧボンベ３本、ヘアスプレー１本及び折たたみ式洋傘２本は明確に透視 

され、要開披手荷物として開披検査を受けたが、旅客Ａは、ショルダーバッグの中央にあっ 

たヘアスプレー１本について注意を受け、その他のものは開披検査を受けずに通過した。

(6)　旅客Ａは、とう乗後化粧室に最も近い最後部座席の２７Ｂ席に着席し、客室乗務員の前方 

空席の利用の勧めに応じなかった。

(7)　客室乗務員がすべて前方ギャレーで作業していた際、旅客Ａは、ショルダーバッグを持っ 

て化粧室に入り、ＬＰＧボンベ３本を便器の上に置き、ベンジン２本分を床に散布して点火 

したものと認められる。当該火災により旅客Ａは火傷した。

(8)　火災の発生の知らせを受けた客室乗務員の長は、ＣＯ２消火器２本を使用して１１時３５ 

分ごろから約５分間で消火した。

(9)　機長及び副操縦士は、１１時３５分ごろ火災発生の知せを受けて客室乗務員に所要の指示 

をするとともに、管制機関と交信し、目的地を変更して速やかに大分空港に着陸した。

原因

本事故は、旅客Ａがベンジンを化粧室内に持込み、床に散布して点火し、火災を発生させた 

ことによるものと認められる。

所見

(1)　空港での手荷物所持品検査において検査装置が反応を示した場合、徹底した検査及び適 

切な対応処置を行うことが必要である。

(2)　音声記録装置に関する確実な点検整備の方策について検討する必要がある。



別紙１




